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(57)【要約】
【目的】エマルジョンの乳化状態を長期間保持すること
ができ、かつエマルジョンが燃料の場合には燃焼効率を
向上させることができる乳化装置及びその乳化方法を提
供する。
【解決手段】乳化装置は、容器１２と、容器１２内の液
体を外部に導いてその後再び容器１２内に導入する循環
連絡管２４と、循環連絡管２４の途中に備えるポンプ２
８並びに内部に岩石３８を収容した岩石収容器３０とを
有する。循環連絡管２４の下流側端には、容器１２内の
液面下に複数種類の液体を混合する混合器５０を配置す
る。容器１２内の液体をポンプ２８で岩石収容器３０を
経由して混合器５０内に噴射し、混合器５０内で液体に
植物油または乳化剤や油を混合する。容器１２内の液体
を岩石収容器３０と混合器５０と容器１２内とを循環さ
せることで、液体をエマルジョンとし、エマルジョンを
岩石３８で切断して乳化を安定させると共に、エマルジ
ョン中の溶存酸素濃度を高めることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エマルジョン化する液体を収容する容器と、前記容器内の液体を前記容器から外部に導
いてその後再び前記容器内に導入するよう設定された循環連絡管と、前記循環連絡管の途
中に備えられるものであって火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石と、前記循環連路管
の途中に備えられるものであって液体を前記循環連絡管内で移送させるための移送手段と
、前記容器内の液体の液面より下方に備えられるものであって前記循環連絡管を経て前記
容器内に導入される液体と前記容器の外部から前記容器の内部に導入する植物油または乳
化剤と油との少なくとも一方とを混合する混合手段と、を有することを特徴とする乳化装
置。
【請求項２】
　前記混合手段が、ハウジングと、前記ハウジングに内に形成される負圧空間としての混
合空間と、前記循環連絡管からの液体を前記混合空間に導入するための第一ノズルと、前
記混合空間と連絡するものであって前記容器の外部から導入する植物油または乳化剤と油
との少なくとも一方を導入するための外部流体導入口とを有することを特徴とする請求項
１記載の乳化装置。
【請求項３】
　前記外部流体導入口が外部連絡通路と連絡し、前記外部連絡通路が途中で分岐する第一
導入通路と第二導入通路とを有し、前記第一導入通路は植物油または乳化剤を収容する乳
化剤収容タンクと連絡し、前記第二導入通路は油を収容する油用タンクと連絡し、前記第
一導入通路の途中に第一開閉弁を備え、前記第二導入通路の途中に第二開閉弁を備えるこ
とを特徴とする請求項２記載の乳化装置。
【請求項４】
　前記容器内に前記容器内の液体を攪拌させる攪拌手段を備えることを特徴とする請求項
１記載の乳化装置。
【請求項５】
　前記循環連絡管の途中に前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石を収容するための
岩石収容器を備え、前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石を網の中に入れて、前記
網を前記岩石収容器の中に収容したことを特徴とする請求項１記載の乳化装置。
【請求項６】
　前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石の大半の大きさを５mm～５０mmとすること
を特徴とする請求項５記載の乳化装置。
【請求項７】
　前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石を黒曜石としたことを特徴とする請求項１
乃至６のうちのいずれか１項記載の乳化装置。
【請求項８】
　エマルジョン化する液体を容器内に収容し、前記容器内の液体を移送手段によって循環
連絡管内を移動させ、前記循環連絡管の途中に備えた火成岩のうち二酸化珪素を多く含む
岩石に液体を接触させ、前記岩石に接触させた後の液体を前記循環連絡管から前記容器内
の液体の液面より下方に備えられる混合手段を介して前記容器内に導入し、必要に応じて
前記混合手段の内部空間に植物油または乳化剤と油との少なくとも一方を導入し、前記容
器内の液体を前記循環連絡管と前記混合手段とを経由して前記容器に戻す循環を繰り返す
ことを特徴とする乳化方法。
【請求項９】
前記循環連絡管から前記混合手段内に導入したエマルジョン化する液体を前記混合手段の
前記内部空間にノズルで噴射して前記内部空間に負圧を発生し、前記内部空間に発生した
負圧によって植物油または乳化剤と油との少なくとも一方を吸引することを特徴とする請
求項８記載の乳化方法。
【請求項１０】
　前記容器内の液体を前記循環連絡管と前記混合手段とを経由して前記容器に戻す循環を
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繰り返すエマルジョン化する液体が循環を繰り返す途中において空気に露出しないように
したことを特徴とする請求項８記載の乳化方法。
【請求項１１】
　前記エマルジョン化する液体を構成する水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石
に２回以上循環通過させたものとすることを特徴とする請求項８記載の乳化方法。
【請求項１２】
　前記エマルジョン化する液体を構成する水が、イオン交換樹脂とトルマリンと火成岩の
うち二酸化珪素を多く含む岩石との順に通過させて成る水か、イオン交換樹脂と火成岩の
うち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとの順に通過させて成る水かのいずれかの水
とすることを特徴とする請求項８記載の乳化方法。
【請求項１３】
　前記トルマリンをトルマリンと金属との混合体とすることを特徴とする請求項１２記載
の乳化方法。
【請求項１４】
　前記エマルジョン化する液体を構成する水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石
に２回以上循環通過させたものとすることを特徴とする請求項１２または１３記載の乳化
方法。
【請求項１５】
　前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石の大半の大きさを５mm～５０mmとすること
を特徴とする請求項８記載の乳化方法。
【請求項１６】
　前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石を黒曜石としたことを特徴とする請求項８
乃至１５記載のうちのいずれか１項記載の乳化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油と水とを乳化させるための乳化装置及びその乳化方法に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、油（例えば、軽油，重油，灯油，ガソリン，石油系ドライ溶剤，廃油，廃食
油，食用油，化粧品用油等）と水とを乳化して各種エマルジョンが作られている。油と水
とを乳化させてエマルジョンを作るためには、従来から一般に、界面活性剤等の乳化剤を
使用している。また、界面活性剤等の乳化剤を使用しないで乳化する他の手段としては、
超高速で回転する刃を有し、その超高速で回転する刃によって油を微細に粉砕し、微細に
粉砕した油を水に均一に混合攪拌する特殊な混合攪拌装置（特許文献１）が知られている
。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１４７０８８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　最近の燃料では、軽油，重油，灯油，ガソリン等の燃料と、水と、従来既知の乳化剤と
を混合して成るエマルジョン燃料が使用されている。この種のエマルジョン燃料では、水
の比率が１０％～１５％程度にまでに増えると、市販のバーナーでは着火しにくいという
欠点があった。また、エマルジョン燃料では一般に、燃料１００％のものと比べると、燃
焼カロリーが少なくなるという欠点があった。例えば、燃料をＡ重油として、Ａ重油の容
積７０に対して水の容積３０を混合乳化させたエマルジョン燃料を使用すると、燃料１０
０％のものと比べて、カロリーが約３０％減少（実際にはこの数値まではカロリーは下が
らないかも知れないが、説明を理解し易くするためこの数値とする）していた。更に、エ
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マルジョン燃料では、カロリーが水の混合割合に応じて減少するため、例えば所定量の水
を所定の時間で沸騰させる場合において、Ａ重油１００％を使用した場合に対し、Ａ重油
７０に対して水３０を乳化させたエマルジョン燃料を用いた場合には、約１．３（１０÷
７）倍の時間がかかり、効率が悪くなるという欠点があった。
【０００５】
　このように、燃料と水と乳化剤とを混合させて成るエマルジョン燃料を用いると、水の
混合比率に応じてカロリーが減少して燃焼効率が悪くなる。この結果、燃料１００％のも
の用いる場合と比べて、トータルのカロリーを得ようとすると、エマルジョン燃料を用い
ても、燃料使用量をそれほど減少節約させることができないものであった。また、カロリ
ーが減少するため、エマルジョン燃料の方が燃料１００％のものに比べて、燃焼時間を長
くしなければならないという欠点があった。
【０００６】
　一方、界面活性剤等の乳化剤を使用する代わりに特殊な混合攪拌装置を使用した場合に
は、特殊な混合攪拌装置が非常に高価なものであるため、初期投資に多大のコストがかか
るという問題があった。また、この特殊な混合攪拌装置を使用して製造したエマルジョン
燃料は、乳化直後は高い熱を持つという欠点と、動粘度が高くなってバーナーに吸い込ま
れにくくなり、バーナーで着火しづらくなるという欠点とがあった。この欠点を解消する
には、高価で特殊なバーナーを使用しなければならず、設備として更にコストがかかると
いう欠点があった。
【０００７】
　本発明は上記問題点を解決するものであって、エマルジョンの乳化状態を長期間保持す
ることができ、かつエマルジョンが燃料の場合には燃焼効率を向上させることができる乳
化装置及びその乳化方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る乳化装置は、エマルジョン化する液体を収容する容器と、前記容器内の液
体を前記容器から外部に導いてその後再び前記容器内に導入するよう設定された循環連絡
管と、前記循環連絡管の途中に備えられるものであって火成岩のうち二酸化珪素を多く含
む岩石と、前記循環連路管の途中に備えられるものであって液体を前記循環連絡管内で移
送させるための移送手段と、前記容器内の液体の液面より下方に備えられるものであって
前記循環連絡管を経て前記容器内に導入される液体と前記容器の外部から前記容器の内部
に導入する植物油または乳化剤と油との少なくとも一方とを混合する混合手段と、を有す
ることを特徴とするものである。本発明は、前記混合手段が、ハウジングと、前記ハウジ
ングに内に形成される負圧空間としての混合空間と、前記循環連絡管からの液体を前記混
合空間に導入するための第一ノズルと、前記混合空間と連絡するものであって前記容器の
外部から導入する植物油または乳化剤と油との少なくとも一方を導入するための外部流体
導入口とを有することを特徴とするものである。本発明は、前記外部流体導入口が外部連
絡通路と連絡し、前記外部連絡通路が途中で分岐する第一導入通路と第二導入通路とを有
し、前記第一導入通路は植物油または乳化剤を収容する乳化剤収容タンクと連絡し、前記
第二導入通路は油を収容する油用タンクと連絡し、前記第一導入通路の途中に第一開閉弁
を備え、前記第二導入通路の途中に第二開閉弁を備えることを特徴とするものである。本
発明は、前記容器内に前記容器内の液体を攪拌させる攪拌手段を備えることを特徴とする
ものである。本発明は、前記循環連絡管の途中に前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む
岩石を収容するための岩石収容器を備え、前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石を
網の中に入れて、前記網を前記岩石収容器の中に収容したことを特徴とするものである。
本発明は、前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石の大半の大きさを５mm～５０mmと
することを特徴とするものである。本発明は、前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩
石を黒曜石としたことを特徴とするものである。
【０００９】
　本発明に係る乳化方法は、エマルジョン化する液体を容器内に収容し、前記容器内の液
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体を移送手段によって循環連絡管内を移動させ、前記循環連絡管の途中に備えた火成岩の
うち二酸化珪素を多く含む岩石に液体を接触させ、前記岩石に接触させた後の液体を前記
循環連絡管から前記容器内の液体の液面より下方に備えられる混合手段を介して前記容器
内に導入し、必要に応じて前記混合手段の内部空間に植物油または乳化剤と油との少なく
とも一方を導入し、前記容器内の液体を前記循環連絡管と前記混合手段とを経由して前記
容器に戻す循環を繰り返すことを特徴とするものである。本発明は、前記循環連絡管から
前記混合手段内に導入したエマルジョン化する液体を前記混合手段の前記内部空間にノズ
ルで噴射して前記内部空間に負圧を発生し、前記内部空間に発生した負圧によって植物油
または乳化剤と油との少なくとも一方を吸引することを特徴とするものである。本発明は
、前記容器内の液体を前記循環連絡管と前記混合手段とを経由して前記容器に戻す循環を
繰り返すエマルジョン化する液体が循環を繰り返す途中において空気に露出しないように
したことを特徴とするものである。本発明は、前記エマルジョン化する液体を構成する水
を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に２回以上循環通過させたものとすることを
特徴とするものである。本発明は、前記エマルジョン化する液体を構成する水が、イオン
交換樹脂とトルマリンと火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石との順に通過させて成る
水か、イオン交換樹脂と火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石とトルマリンとの順に通
過させて成る水かのいずれかの水とすることを特徴とするものである。本発明は、前記ト
ルマリンをトルマリンと金属との混合体とすることを特徴とするものである。本発明は、
前記エマルジョン化する液体を構成する水を、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石に
２回以上循環通過させたものとすることを特徴とするものである。本発明は、前記火成岩
のうち二酸化珪素を多く含む岩石の大半の大きさを５mm～５０mmとすることを特徴とする
ものである。本発明は、前記火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石を黒曜石としたこと
を特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る乳化装置及び乳化方法によれば、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石
に液体（水や、水と油（燃料を含む）と植物油または乳化剤とが混在したものや、エマル
ジョン（エマルジョン燃料を含む）や、水とエマルジョンとの混合体等）を循環接触させ
、岩石によって水やエマルジョンのクラスターを切断することで、水と油の乳化を安定さ
せることができる。また、高圧でエマルジョンを岩石に接触させることによって水やエマ
ルジョンのクラスターの切断を助長して、水と油の乳化を更に安定させることができる。
本発明では、岩石によってエマルジョンのクラスターを切断するので、高価な特殊混合攪
拌装置を用いないで、高価な特殊混合攪拌装置を用いたものと同程度に、水と油の乳化を
安定させることができる。従って、本願発明は、従来既知の特殊混合攪拌装置と比較して
、コストを大幅に低減することができる。また、特殊混合攪拌装置を使用しないため、乳
化物の粘度性が高まることもなく、そのためエマルジョンをエマルジョン燃料として使用
する場合に、市販のバーナーで容易に着火することができ、従来のような特殊で高価なバ
ーナーを使用したり、特別な燃焼方法を用いたりしなくて済む。
【００１１】
　本発明では、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石にエマルジョンを接触させること
で、エマルジョンの溶存酸素濃度を高めることができる。エマルジョンを高圧で岩石に接
触させることによって、更にエマルジョンの溶存酸素濃度を高めることができる。本発明
で生成したエマルジョンには溶存酸素を大量に含んでいるので、エマルジョンをエマルジ
ョン燃料として燃焼させる際に溶存酸素が燃焼を助長することになり、燃料１００％のも
のと比べて、カロリーを減少させることなく、かつ燃焼効率を落とすことなく、エマルジ
ョン燃料を燃焼させることができる。本発明で生成したエマルジョン燃料は、市販のバー
ナーで容易に着火できることから、完全燃焼が可能となり、従来既知の燃料と比較してＣ
Ｏ2やＮＯXの排出量を大幅に減少させることができる。
【００１２】
　本発明の乳化装置では、容器内の液面下に混合器を備え、その混合器内を通過する液体
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によって混合器の混合空間内に負圧を発生する。その負圧によって、混合器の混合空間内
に油や植物油または乳化剤を吸引して、その混合空間内で水と油と植物油または乳化剤を
自動的に混合してエマルジョンを生成する。混合器はその混合空間を通過する液体の負圧
を利用して油や植物油または乳化剤を吸引するので、油や植物油または乳化剤を容器内に
導入するためのポンプを不要とすることができ、装置の製造コストを低減することができ
る。また、容器内の液体を岩石収容器や第二循環連絡管を経由して再度容器内に流入させ
る循環を連続して行なうものなので、ポンプを停止させないで循環させることができ、所
望の溶存酸素量を含んだエマルジョンを短時間で作ることができる。更に、循環する液体
が循環の途中で空気に触れることがないため、エマルジョンによる容器外での泡の発生が
無くなり、泡の処理を行なわなくて済む。循環する液体が循環の途中で空気に触れること
がないため、溶存酸素を大量に含んだエマルジョンを作ることができ、エマルジョンをエ
マルジョン燃料として使用した場合に、燃焼カロリーの高いエマルジョン燃料とすること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を図面に基づいて説明する。図１は、本発明に係る乳化装置の一実施例を
表す構成図である。以後は、油を燃料（例えば、重油，軽油，灯油、ガソリン等の燃料）
とし、エマルジョンをエマルジョン燃料として説明する。本発明に係る乳化装置は、容器
１２と、容器１２内の液体（エマルジョン燃料等）を混合攪拌するための攪拌手段１４と
を有する。容器１２は、その内部で水と燃料とを乳化させるためのものであり、容器１２
内にはエマルジョン化するための液体が入れられる。容器１２内に最初に入れられる液体
は、水や、水と燃料と植物油または乳化剤とが混在したものや、エマルジョン燃料や、水
とエマルジョン燃料との混合体等が考えられる。容器１２内には、燃料や植物油または乳
化剤が供給される場合があり、最終的には容器１２内でエマルジョン燃料が生成される。
【００１４】
　容器１２内でしかも液面下に、例えば二流体ノズルのような２種類以上の液体を混合す
るための混合器（混合手段）５０を備える。この混合器５０は、例えば水と燃料と植物油
または乳化剤とをその内部で混合する（他の組み合わせも考えられる）働きをするための
ものであり、この混合器５０の働きについては後述する。
【００１５】
　この攪拌手段１４は、容器１２内の液体（水と燃料と植物油または乳化剤とが混在した
ものや、エマルジョン燃料や、水とエマルジョン燃料との混合体等）を容器１２内で均等
に混合するためのものである。攪拌手段１４は、高価な特殊な混合攪拌装置である必要は
無く、一般に市販されている安価なものを用いる。この攪拌手段１４は備える方が望まし
いが、備えなくても良い。
【００１６】
　容器１２内に最初に投入される液体は、一般には水（但し、水に燃料と植物油を混在さ
せたもの等でも良く、水に限るものではない）であるが、最初に水のみを容器１２内に入
れた場合には、その後、混合器５０に燃料と植物油または乳化剤とが追加混合され、その
後、液体の循環と混合器５０への燃料と植物油または乳化剤の更なる追加混合により、容
器１２内の液体は水とエマルジョン燃料との混合体を経て、最終的にはエマルジョン燃料
になる。
【００１７】
　容器１２には、容器１２内の液体を容器１２の外部に取り出すための第一循環連絡管２
０の一端が接続されている。第一循環連絡管２０の他端には切換弁２２が備えられている
。前記切換弁２２には、エマルジョン燃料等の液体を循環させるための第二循環連絡管２
４の一端と、他端を取出し口（図示せず）またはバーナー（図示せず）と連絡する排出管
２６の一端とが接続される。切換弁２２は、第一循環連絡管２０と第二循環連絡管２４と
を連絡する切換えと、第一循環連絡管２０と排出管２６とを連絡する切換えと、第一循環
連絡管２０の他端を閉鎖状態とする切換えとの３種類の切換えを行うものである。切換弁
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２２を切換えて、第一循環連絡管２０と第二循環連絡管２４とを連絡することで、容器１
２内の液体は第二循環連絡管２４内に導入される。なお、排出管２６を容器１２に直接接
続させれば、第一循環連絡管２０と第二循環連絡管２４とを一体のものとし、切換弁２２
を開閉弁に変更する。
【００１８】
　第二循環連絡管２４の途中には、上流側（切換弁２２側）から下流側（他端側）に向け
て、液体を移送させるための移送手段としてのポンプ２８と、岩石収容器３０と、フィル
ター３２とが順に備えられる。第二循環連絡管２４の他端は、タンク１２内の液面下に配
置される混合器５０と連絡している。ポンプ２８は、高圧力を出すことができる高圧ポン
プとすることが望ましい。市販の安価な高圧ポンプでは、最大１０気圧程度までの高圧を
出すことができ、この種の高圧ポンプを使用することが望ましい。切換弁２２の切換えに
よってポンプ２８内に導入された液体は、ポンプ２８の位置より下流側の岩石収容器３０
を備える第二循環連絡管２４に高圧で送り出される。
【００１９】
　岩石収容器３０の内部には、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石３８（二酸化珪素
を約６５～７６％含む岩石）を収容する（図２）。岩石３８は、例えば５mm～５０mm程度
の大きさにするのが望ましく、網４０に入れて岩石収容器３０の内部に収容する。火成岩
（火山岩と深成岩とに分けられる）のうち二酸化珪素を多く含む岩石３８としては、火山
岩には黒曜石や真珠岩や松脂岩等の流紋岩等があり、深成岩には花崗岩等がある。火成岩
のうち、価格の安さや入手の容易さから、黒曜石を使用することが望ましい。エマルジョ
ン燃料は、岩石３８に長く接触させることが望ましい。このため、岩石収容器３０の長さ
を長くする必要があるが、岩石収容器３０を幾つもの短い筒（例えば８０センチメートル
程度の長さの筒）に分ける方が、装置の小型化や岩石３８の交換時の作業性の点から望ま
しい。
【００２０】
　火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石３８の大半を、５mm～５０mm程度の大きさとす
ることで、岩石３８の表面に多数の鋭利な角部を形成することができ、しかも、液体を岩
石３８の表面に大量に接触させることができる。ポンプ２８によって高圧にした状態で液
体を岩石３８に長く接触させることで、液体（エマルジョン燃料を構成する水や燃料）に
溶存酸素を多く含ませることができる。更に、高圧ポンプ２８によって高圧にした状態で
、表面に多数の鋭利な角部を形成した岩石３８にエマルジョン燃料を通過させることによ
って、岩石３８の鋭利な角部がエマルジョン燃料を構成する水や燃料のクラスターを更に
細かく切断して、乳化をより促進させることができる。
【００２１】
　岩石収容器３０の網４０内に収容された岩石３８からは、その破片が岩石収容器３０の
下流に流出するおそれがある。このため、岩石収容器３０の下流側に岩石収容器３０の下
流側にフィルター３２を備えることで、容器１２内に岩石３８の破片が入り込むのを防止
している。
【００２２】
　次に、混合器５０を図３に基づいて説明する。混合器５０は、例えば二流体ノズルのよ
うな２種類以上の液体を混合するためのものであり、その内部に混合空間（内部空間）５
２を形成したハウジング５４と、一方を第二循環連絡管２４の他端と連絡し他方を混合空
間５２と連絡する第一ノズル５６と、前記ハウジング５４に形成される第二ノズル５８と
、混合空間５２と連絡するものであって外部からの液体を混合空間５２内に導入する外部
流体導入口５９とを有する。第一ノズル５６の口径は、第二循環連絡管２４の内径よりも
小さいものに設定する。これによって、第二循環連絡管２４内の圧力は高圧に保持するこ
とができる。第二循環連絡管２４を通過した液体は、第一ノズル５６から混合器５０の混
合空間５２内に向けて、高圧かつ高速で噴射される。その後、混合空間５２内の液体が高
圧かつ高速で、第二ノズル５８から容器１２内に噴射される。混合器５０の混合空間５２
には、外部からの植物油または乳化剤や燃料を導入するための外部連絡通路６０が連絡さ
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れている。
【００２３】
　この外部連絡通路６０は、図１に示すように、混合器５０と連結する箇所の反対側が、
第一導入通路６２と第二導入通路６４との２つの通路に分かれている。第一導入通路６２
は、植物油または乳化剤を収容する乳化剤収容タンク６６と連絡しており、第二導入通路
６４は燃料等（例えば、重油，軽油，灯油，ガソリン等の燃料やその他の油）を収容する
油用タンク６８と連絡している。第一導入通路６２連絡通路６４の途中には、外部連絡通
路６０を経由して混合器５０の混合空間５２へ植物油または乳化剤を導入するための開閉
弁７０が備えられており、第二導入通路６４の途中には、外部連絡通路６０を経由して混
合器５０へ燃料等を導入するための開閉弁７２が備えられている。
【００２４】
　混合器５０の混合空間５２内へは、第二循環連絡管２４を経由した液体が第一ノズル５
６から噴射され、混合空間５２に噴射される第一ノズル５６から液体の噴射によって、混
合空間５２内に負圧が発生する。混合空間５２内に発生する負圧が外部連絡通路６０に及
び、開閉弁７０や開閉弁７２を開いた場合に、植物油または乳化剤や燃料が混合器５０の
混合空間５２内に導入されて、第一ノズル５６から混合空間５２に噴射される液体に、植
物油または乳化剤や燃料が混合される。水やエマルジョン燃料に植物油または乳化剤や燃
料が混合されたものは、第二ノズル５８から容器１２内の液体に噴射される。混合空間５
２内へ導入するものは、植物油または乳化剤と燃料との一方でも良いが、植物油または乳
化剤と燃料との両方を混合するのが望ましい。植物油または乳化剤や燃料は、水と燃料と
の乳化に必要な量が所定のタイミングで導入される。外部連絡通路６０から混合空間５２
へ植物油または乳化剤や燃料を導入することによって、混合空間５２内で液体に植物油ま
たは乳化剤や燃料が混合され、水と燃料とによる所望の割合のエマルジョン燃料を作るこ
とができる。
【００２５】
　ここで、本発明の乳化装置の働きについて説明する。最初に、容器１２内に水を入れ（
水と植物油または乳化剤と燃料との混合体を入れる場合もある）、容器１２内の液面の高
さを混合器５０の位置より充分高くする。容器１２内に入れる水には、水道水等の通常の
水を用いても良いが、後述する溶存酸素を多く含む水を用いることが望ましい。その後、
第一循環連絡管２０と第二循環連絡管２４とを連絡するよう切換弁２２を切換えると共に
、ポンプ２８を作動させる。このポンプ２８の吸引作動により、容器１２内の液体は第一
循環連絡管２０から第二循環連絡管２４内に導入されてポンプ２８に至る。ポンプ２８に
導入される容器１２内の液体は、液体はポンプ２８によって高圧にされて、岩石３８を内
蔵する岩石収容器３０を経由して、第二循環連絡管２４から混合器５０に導入される。混
合器５０内に導入された液体は、第一ノズル５６から混合空間５２に噴射され、その後、
混合空間５２から第二ノズル５８を経て容器１２内に噴射される。このように、容器１２
内の液体は、ポンプ２８が作動することによって、第二循環連絡管２４（途中にポンプ２
８と岩石収容器３０を備える）と混合器５０とを経由して再び容器１２に戻る循環を繰り
返す。
【００２６】
　混合器５０においては、混合空間５２内で発生する負圧によって混合空間５２内に植物
油または乳化剤や燃料を吸引し、混合空間５２内で液体に植物油または乳化剤や燃料を混
合させてエマルジョン燃料を生成する。植物油または乳化剤や燃料の吸引量の調整は、開
閉弁７０や開閉弁７２を作動させることによって行う。混合器５０によって水と燃料と植
物油または乳化剤とによるエマルジョン燃料が順次生成され、その生成されたエマルジョ
ン燃料は第二ノズル５８から容器１２内の液体内に順次噴射される。容器１２内に噴射さ
れたエマルジョン燃料は攪拌手段１４によって容器１２内の液体と順次混合攪拌される。
容器１２内の液体（水とエマルジョン燃料との混合体）は、第二循環連絡管２４（途中に
ポンプ２８と岩石収容器３０を備える）と混合器５０と容器１２との循環を繰り返すこと
で、最終的にはエマルジョン燃料となる。
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【００２７】
　循環連絡管２０，２４と岩石３８を内蔵する岩石収容器３０と混合器５０と容器１２と
の順に何度かエマルジョン燃料を循環させて、エマルジョン燃料に溶存酸素を大量に含ま
せ、更に乳化状態を安定させた後に、容器１２からエマルジョン燃料を取り出す。その場
合には、切換弁２２によって第一循環連絡管２０と排出管２６とを連絡する切換えを行い
、排出管２６からエマルジョン燃料を外部に排出する。
【００２８】
　容器１２内の液体は、駆動中のポンプ２８によって第二循環連絡管２４に導入され、表
面に多数の鋭利な角部を形成した岩石３８に高圧で接触し、その後、高圧で混合器５０の
混合空間５２内に噴射される。表面に多数の鋭利な角部を形成した岩石３８に高圧で接触
することによって、第二循環連絡管２４を通過する液体に大量の溶存酸素が含まれる。更
に、表面に多数の鋭利な角部を形成した岩石３８に液体が接触することによって、エマル
ジョン燃料を構成する燃料や水のクラスターが細かく切断され、乳化状態をより安定させ
ることができる。この結果、従来のエマルジョン燃料（燃料と水とを乳化剤を使用して乳
化させただけのエマルジョン燃料）は例えば1日程度だったものを、本発明で生成したエ
マルジョン燃料の乳化期間は、７日以上に延ばすことができる。また、岩石３８によって
クラスターをより細かく切断して乳化状態をより安定させたエマルジョン燃料は、特殊な
バーナーを使用しなくても、既存の各種バーナーを使用してスムースに着火することがで
きる。更に、より多くの溶存酸素を含ませたエマルジョン燃料は、高い燃焼カロリーを得
ることができる。
【００２９】
　本発明によって製造したエマルジョン燃料と、燃料１００％との発生熱量について比較
する。燃料がＡ重油１００％の場合のカロリーは、約９４００キロカロリー／リットルで
あるのに対し、本発明によって製造したエマルジョン燃料（７０％のＡ重油と３０％の水
の場合）は、Ａ重油１００％の場合のカロリーの約１～２．３倍のカロリーを得ることが
できた。また、燃料が軽油１００％の場合のカロリーは、約９１００キロカロリー／リッ
トルであるのに対し、本発明によって製造したエマルジョン燃料（７０％の軽油と３０％
の水の場合）は、軽油１００％の場合のカロリーの約１～１．８倍のカロリーを得ること
ができた。これは、本発明の装置や方法を使用することによって、エマルジョン燃料に大
量の溶存酸素を含ませることができるので、本発明で生成したエマルジョン燃料は燃焼時
に大量の酸素を供給でき、燃料１００％のカロリーと同程度のカロリーか、それより高い
カロリーを得ることができると考えられる。
【００３０】
　本発明の装置や方法を使用することによって、カロリーの上限と下限に大幅な差がある
が、それは使用する水にも関係する。使用する水が例えば水道水等の普通の水である場合
には、エマルジョン燃料の循環回数を増加すれば、エマルジョン燃料のカロリーは燃料１
００％とほぼ同じカロリーを得ることができる。しかし、容器１２に投入する水に、最初
から溶存酸素を大量に含ませた水を使用すれば、燃料１００％の場合のカロリーよりも充
分高いカロリーを出すエマルジョン燃料を得ることができる。
【００３１】
　溶存酸素を大量に含ませたエマルジョン燃料を作るために、容器１２に投入する水に特
殊な水を使用する。この特殊な水は、イオン交換樹脂と、トルマリンと、火成岩のうち二
酸化珪素を多く含む岩石（二酸化珪素を約６５～７６％含む岩石）との順に普通の水（例
えば水道水）を通過させて成る水か、イオン交換樹脂と、火成岩のうち二酸化珪素を多く
含む岩石（二酸化珪素を約６５～７６％含む岩石）と、トルマリンとの順に普通の水（例
えば水道水）を通過させて成る水かのいずれかを用いるのが望ましい。イオン交換樹脂は
イオン交換によってナトリウムイオンを発生させるものを使用する。トルマリンを使用す
るのに代えて、トルマリンとアルミ等の金属との混合物を使用する方が望ましい。トルマ
リンと混合する金属は、アルミ以外にステンレスや銀を使用することができる。トルマリ
ンは、プラスの電極とマイナスの電極とを有するものである。トルマリンにアルミ等の金
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属を混合させることによって共摺りによって、トルマリンからプラスの電極とマイナスの
電極とを大量に露出させ、電気を大量に発生させることができる。
【００３２】
　この特殊な水では、水の内部に　水素イオン（Ｈ+）と水酸化イオン（ＯＨ-）とヒドロ
ニウムイオン（Ｈ3Ｏ

+）とヒドロキシルイオン（Ｈ3Ｏ2
-）とを大量に含むものである。

この特殊な水は、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石（二酸化珪素を約６５～７６％
含む岩石）を通過させることによって、溶存酸素を含ませることができる。更に、クラス
ターを小さくした水とすることができる。この火成岩は、価格の安さや入手の容易さから
、黒曜石を使用することが望ましい。この特殊な水やその製造方法の原型は、特許第２８
８９９０３号に示されている。
【００３３】
　前述の特殊な水を、別途、火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石（二酸化珪素を約６
５～７６％含む岩石、例えば黒曜石）に２回以上何度も循環接触させることによって、特
殊な水に更に大量の溶存酸素を含ませると共に、水のクラスターを小さくすることができ
る。なお、特殊な水でなくても、普通の水を火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石（二
酸化珪素を約６５～７６％含む岩石、例えば黒曜石）に２回以上何度も循環接触させるこ
とによって、普通の水に大量の溶存酸素を含ませると共に、水のクラスターを小さくする
ことができる。大量の溶存酸素を含んだ水の製造方法は、上述の製造方法に限るものでは
ない。このような溶存酸素を大量に含んだ水を容器１２内に入れ、溶存酸素を大量に含ん
だ水で燃料と植物油または乳化剤とを混合させてエマルジョン燃料を作るのが望ましい。
特殊な水または普通な水を火成岩のうち二酸化珪素を多く含む岩石（例えば黒曜石）に何
度も循環させた水を、エマルジョン燃料を構成する水として使用した場合、本発明の装置
でエマルジョン燃料を何度も循環させることによって、溶存酸素の値を１１以上（水にお
ける溶存酸素の飽和状態の値は８．４３）にすることができる。このように、大量の溶存
酸素を水に含ませることによって、エマルジョン燃料のカロリーを燃料１００％のものと
比べて倍増させることができる。
【００３４】
　以上説明したように、本願発明では、容器１２内の混合器５０において、液体に植物油
または乳化剤や燃料を必要に応じて順次加えることによって、水と燃料との所望の比率の
エマルジョン燃料を生成することができる。混合器５０ではその内部に発生する負圧を利
用して植物油または乳化剤や燃料を吸引するので、植物油または乳化剤や燃料を容器１２
内に導入するためのポンプを不要とすることができ、装置の製造コストを低減することが
できる。
【００３５】
　本発明では、液体を容器１２と第二循環連絡管２４（途中にポンプ２８と岩石収容器３
０とを含む）と混合器５０との順に連続的に循環させることが可能となる。この結果、短
時間に所定量の岩石３８に液体を接触させることができ、短時間でより多くの溶存酸素を
含んだエマルジョン燃料を作ることができる。
【００３６】
　更に、第二循環連絡管２４を通過して容器１２内に戻される液体は、容器１２内の液面
下に位置する混合器５０内に導入されるので、循環の途中で液体に空気を混合することが
ない。なお、容器１２の上部は空気に露出してはいるが、液体の循環の途中で液体に空気
を混合するものではない。循環の途中で液体に空気を混合させないエマルジョン燃料は、
泡を発生させることが無く、泡の処理を行な輪無くて良い。また、循環中の液体に空気を
途中で混合させるものと比べて、溶存酸素をより多く含ませる（例えばＤＯが約１１ｍｇ
／ｌ）ことが実験上判明した。
【００３７】
　本発明に係る装置や方法で製造されたエマルジョン燃料は、エマルジョン燃料を構成す
る燃料や水が細かく切断されているので容易に着火でき、着火が容易であることから完全
燃焼が可能となる。この結果、燃焼時に発生するＣＯ2やＮＯXは、完全燃焼によってその
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【００３８】
　前述の説明では、油を重油，軽油，灯油、ガソリン等の燃料（自動車用燃料、船舶用燃
料等の各種燃料を含む）とし、エマルジョンをエマルジョン燃料として説明したが、油は
、石油系ドライ溶剤，廃油，廃食油，食用油，化粧品用油等の各種のものにも適用するこ
とができる。油が燃料以外の場合には、エマルジョン燃料をエマルジョンとする。油が、
石油系ドライ溶剤，廃油，廃食油，食用油，化粧品用油等の場合でも、表面に多数の鋭利
な角部を形成した岩石３８によってエマルジョンを構成する油や水のクラスターが細かく
切断され、乳化状態をより安定させることができる。前述の説明では、容器１２内に水を
予め入れた状態について説明したが、生成したエマルジョン燃料を容器１２から取り出し
た後、容器１２内に既知の手段で新たなエマルジョンを生成するための水を自動的に投入
するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明に係る乳化装置の１実施例を示す構成図である。
【図２】図１の乳化装置に用いる岩石収容器の部分拡大断面図である。
【図３】図１の乳化装置に用いる混合器の断面図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１２　容器
　１４　攪拌手段
　２０　第一循環連絡管
　２４　第二循環連絡管
　２８　ポンプ
　３０　岩石収容器
　３８　岩石
　５０　混合器
　５２　混合空間
　５４　ハウジング
　５６　第一ノズル
　５９　外部流体導入口
　６０　外部連絡通路
　６２　第一導入通路
　６４　第二導入通路
　６６　第二ノズル
　７０　開閉弁
　７２　開閉弁
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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月23日(2009.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　岩石収容器３０の網４０内に収容された岩石３８からは、その破片が岩石収容器３０の
下流に流出するおそれがある。このため、岩石収容器３０の下流側にフィルター３２を備
えることで、容器１２内に岩石３８の破片が入り込むのを防止している。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　この外部連絡通路６０は、図１に示すように、混合器５０と連結する箇所の反対側が、
第一導入通路６２と第二導入通路６４との２つの通路に分かれている。第一導入通路６２
は、植物油または乳化剤を収容する乳化剤収容タンク６６と連絡しており、第二導入通路
６４は燃料等（例えば、重油，軽油，灯油，ガソリン等の燃料やその他の油）を収容する
油用タンク６８と連絡している。第一導入通路６２の途中には、外部連絡通路６０を経由
して混合器５０の混合空間５２へ植物油または乳化剤を導入するための開閉弁７０が備え
られており、第二導入通路６４の途中には、外部連絡通路６０を経由して混合器５０へ燃
料等を導入するための開閉弁７２が備えられている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　ここで、本発明の乳化装置の働きについて説明する。最初に、容器１２内に水を入れ（
水と植物油または乳化剤と燃料との混合体を入れる場合もある）、容器１２内の液面の高
さを混合器５０の位置より充分高くする。容器１２内に入れる水には、水道水等の通常の
水を用いても良いが、後述する溶存酸素を多く含む水を用いることが望ましい。その後、
第一循環連絡管２０と第二循環連絡管２４とを連絡するよう切換弁２２を切換えると共に
、ポンプ２８を作動させる。このポンプ２８の吸引作動により、容器１２内の液体は第一
循環連絡管２０から第二循環連絡管２４内に導入されてポンプ２８に至る。ポンプ２８に
導入される容器１２内の液体は、ポンプ２８によって高圧にされて、岩石３８を内蔵する
岩石収容器３０を経由して、第二循環連絡管２４から混合器５０に導入される。混合器５
０内に導入された液体は、第一ノズル５６から混合空間５２に噴射され、その後、混合空
間５２から第二ノズル５８を経て容器１２内に噴射される。このように、容器１２内の液
体は、ポンプ２８が作動することによって、第二循環連絡管２４（途中にポンプ２８と岩
石収容器３０を備える）と混合器５０とを経由して再び容器１２に戻る循環を繰り返す。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】



(14) JP 2009-190023 A 2009.8.27

　更に、第二循環連絡管２４を通過して容器１２内に戻される液体は、容器１２内の液面
下に位置する混合器５０内に導入されるので、循環の途中で液体に空気を混合することが
ない。なお、容器１２の上部は空気に露出してはいるが、液体の循環の途中で液体に空気
を混合するものではない。循環の途中で液体に空気を混合させないエマルジョン燃料は、
泡を発生させることが無く、泡の処理を行なわなくて良い。また、循環中の液体に空気を
途中で混合させるものと比べて、溶存酸素をより多く含ませる（例えばＤＯが約１１ｍｇ
／ｌ）ことが実験上判明した。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　本発明に係る装置や方法で製造されたエマルジョン燃料は、エマルジョン燃料を構成す
る燃料や水のクラスターが細かく切断されているので容易に着火でき、着火が容易である
ことから完全燃焼が可能となる。この結果、燃焼時に発生するＣＯ2やＮＯXは、完全燃焼
によってその排出量を極端に減少させることができる。
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